
第５回子どもの遊び場確保に関する検討会 議事要旨 

 

  日 時  平成 24年 11月 21日（水）    午後７時 00分～午後８時 30分 

  場 所  区役所研修室 

 

議事日程 

１ 開会 

２ 検討事項 

  ・試行運用について 

  ・検討会報告書について 

３ その他 

４ 閉会 

 

 出席委員（８名） 

 上智大学文学部保健体育研究室教授 

（研究室長） 
 師岡 文男 

 外神田五丁目栄町会  作道 泰明 

 千代田小学校ＰＴＡ副会長  足立 陽子 

 お茶の水小学校ＰＴＡ会長  飯田 加世子 

 公募区民  大野 智洋 

 麹町地区の町会関係者  瀬谷 達郎 

 千代田区青少年委員会会長  谷  眞理子 

 麹町小学校副校長  渡邉 浩 

 

 出席区理事者（４名） 

 子ども・教育部長  高山 三郎 

 子ども総務課長  高橋 誠一郎 

 文化スポーツ課長  恩田 浩行 

 道路公園課長  笛木 哲也 

 

 出席事務局（３名） 

 子ども総務課係長  小宮 三雄 

 子ども総務課主任主事  橋場 広明 

 子ども総務課主事  岡本 翼 

 

 欠席委員（２名） 



 九段小学校ＰＴＡ会長、千代田区立 

小学校ＰＴＡこども 110 番連絡会会長 
 久保寺 健郎 

 スポーツ推進委員  元安 晴香 

 

 欠席区理事者（２名） 

 企画調整課長  芝崎 晴彦 

 都市基盤整備担当部長  小山 淳 

 

 欠席事務局（０名） 

 

議事日程 

１ 開会 

  ⇒子ども総務課長より開会の挨拶があった。 

 

２ 検討事項 

  ⇒事務局から試行運用及び検討会報告書について、資料に基づき説明があった。 

   ・試行運用（結果）について 

   ・試行運用のメディアでの紹介について（新聞・テレビ） 

   

 ⇒事務局からの説明後、各委員からの意見表明、質疑応答等があった。 

 

※各委員からの意見表明、質疑応答等 

●試行運用・検討会報告書について 

・試行運用のアンケート結果は実数で出したほうがいいものと、パーセンテージで出し

たほうがいいものがある。 

・旧九段中の様子を見て、防球ネットの重要性を感じた。ボール遊びをする時間にしっ

かりした防球ネットを準備できるとよい。 

・小学校低学年、及び未就学児が多かった印象を受けた。 

・和泉公園では近くに立ち寄ったら試行運用をしていたという声があったので、広報が

うまくいき、もっと周知できれば、より人が集まると思う。 

・プレーリーダーが、子どもが遊びに対して積極的になる雰囲気を上手に作っていた。 

・区域外就学の小学生が多いため、安全管理上難しいだろうが、学校帰りに遊びにいけ

るような運用ができるとよい。 

・遊び場へのアクセスが悪い場合、子どもを送迎してあげることもよいかもしれない。 

・遊び場に不特定多数の人が入ってくることから、トラブル対応のシミュレーションを

やっていく必要がある。 



・プレーリーダーに若い人を活用することで、上下関係や横のつながり、コミュニケー

ションの活性化につながるのではないか。 

・低学年の子どもを考えると、学区域外に行くのは難しいため、将来的にはそれぞれの

学区域の中に今回のような場所が出来るとよい。 

・いつ行っても遊べる、仮に行って誰もいなくても大人がいて遊んでくれる。そのよう

な形であれば「行けば遊べる」ということで定着する。 

・誰でも来て、年上や年下など色々な子と遊べるというような形が望ましい。 

・安全管理について、一部の人の意見だけで判断するのではなく、何を禁止し、何をし

てもよいことにするのか、トータルでのメリット等を考えていける機運が必要である。 

・子どもの取り合いにならないよう、校庭開放や児童館事業、学童クラブ等との調整が

必要である。 

・子ども同士で遊ぶのも大事だが、コミュニケーションの手段として親子で遊ぶという

ことも大事なのだと感じた。 

・主に安全管理をするプレーリーダーと、主に遊びの相手をするサブリーダーのセット

で運営できるとよい。 

・今回、試行運用を行った和泉公園と旧九段中のように、見通しがきく適度な広さの場

所が安全管理の観点からもよい。 

・スポーツ基本法第２条であらゆる場所において地域スポーツの振興をすることがうた

われており、第４条で地方公共団体も地域の特性に応じた施策を策定して実施するこ

とが責務であると表現されている。このような法律をよりどころにした内容を報告書

に活用するとよい。 

・子どもの遊び方を見ていると、複数の遊びをやっている子をよく見る。やはり公園に

色々な遊びの手段があると、滞在時間も長くなって、色々な人と関係を持てるという

感じがした。 

・人の目、地域の目が届く場所だと、親も安心するので子どもを遊びに行かせやすい環

境になる。 

・条例案の中に、区長の役割として「遊び場を管理・運営することができる人材の育成

確保に努める」ということと、「遊び場のよりよい運営のために（仮称）遊び場運営委

員会を設置する」ということが書いてあるが、これがあれば遊び場は更に良くなると

思う。 

 

３ 今後のスケジュールについて 

第６回 平成 24年 12月 12日（水） 条例案の骨子作成、検討会報告書の承認を行う。 

 

４ 閉会 


